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第1部  総論 

 

第1章 計画の基本的事項 

 

1 計画見直しの趣旨 

南魚沼市（以下、「本市」という。）では、市民、事業者、行政がそれぞれに適切

な役割を担いながら、廃棄物の排出抑制（リデュース）、再使用（リユース）、再生

利用（リサイクル）の３Ｒ活動を実践するため、平成 27年 3月に「南魚沼市一般

廃棄物（ごみ）処理基本計画（以下、「前ごみ処理計画」という。）」を策定し、不

用食器無料回収の実施やおいしい食べきり運動の推進など、ごみ処理について各種

の施策を行ってきました。また、効率的なごみ処理施設の運営を目指し、本市と近

隣の魚沼市及び湯沢町（以下、「２市１町」という。）と共同で広域ごみ処理施設の

建設に向けて作業を進めています。 

一方、生活排水処理については、平成 25 年度から平成 30 年度を目標期間とし

た「一般廃棄物（生活排水）処理基本計画（以下、「前生活排水処理計画」という。）」

を策定し、下水道等の汚水処理施設の整備を進めることで、快適な生活環境の確保

と公共水域の水質保全を図ってきました。また、下水道等の普及による汲取りし尿、

浄化槽汚泥の処理量の激減に対応するため、２市１町で広域的なし尿等受入施設を

建設し今年度から稼働を開始したところです。 

前ごみ処理計画を策定してからの間、本市では、平成 27 年 10 月に人口減少、

雇用対策、定住促進といった地域社会の課題に一体的に取り組むため「南魚沼市ま

ち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定するとともに、本市の人口の動向を分析し、

目指すべき将来人口を示した「南魚沼市人口ビジョン（以下、「人口ビジョン」と

いう。）」を策定しました。また、平成 28 年 3 月には今後 10 年間の新たなまちづ

くりの指針とするべく「第２次南魚沼市総合計画（以下、「第２次総合計画」とい

う。）」を策定しています。 

そこで今回、前ごみ処理計画の中間評価を実施し、人口ビジョンで示された将来

人口による将来のごみ量の見直しを行うとともに、計画目標年度を迎えた前生活排

水処理計画を統合し、「南魚沼市一般廃棄物処理基本計画（以下、「基本計画」とい

う。）」として計画を見直すものです。 
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2 計画の位置づけ 

基本計画は、第２次総合計画や南魚沼市環境基本計画の下位計画であり、本市の

一般廃棄物の発生及び排出抑制、減量化、資源化、適正処理に関して、長期的かつ

総合的な方向性を示すため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「廃棄物処

理法」という。）第 6条第 1項の規定に基づき策定するもので、適正な分別・収集・

運搬・処理・再生・処分等の業務を行うことにより、市民の生活環境の保全及び公

衆衛生の向上を図ることを目的とします。 

 

 

図 1-1 基本計画の位置づけ 

 

環境基本法

環境基本計画

循環型社会形成推進基本法

循環型社会形成推進基本計画

廃棄物処理法

資源有効利用促進法

【廃棄物の適正処理】

廃棄物処理法基本方針

災害廃棄物対策指針

廃棄物処理施設整備計画

【再生利用の推進】

容器包装リサイクル法

家電リサイクル法

食品リサイクル法

建設リサイクル法

自動車リサイクル法

小型家電リサイクル法

【個別物品の特性に応じた規制】

グリーン購入法

【国等が率先して再生品などの調達を推進】

南魚沼市総合計画

南魚沼市環境基本計画

南魚沼市災害廃棄物処理計画

ごみ処理基本計画

生活排水処理基本計画

南魚沼市一般廃棄物処理基本計画

生活排水処理実施計画

ごみ処理実施計画

南魚沼市一般廃棄物処理実施計画
新潟県資源循環型社会推進計画

新潟県環境基本計画

南魚沼市分別収集計画

新潟県「夢おこし」政策プラン

新潟県分別収集促進計画

新潟県ごみ処理広域化計画
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3 計画の範囲 

基本計画の範囲は、本市から発生する一般廃棄物です。 

対象となる一般廃棄物は、大きく「家庭系ごみ」と「事業系ごみ」に分けられま

す。また、特別管理一般廃棄物とは、一般廃棄物のうち、廃家電製品に含まれるPCB

や感染性廃棄物など、人の健康または生活環境に係わる被害を生じるおそれのある

性状を有するものとして、政令で定められている廃棄物です。 

 

 

 

 

 

図 1-2 基本計画の範囲 

 

 

  

●事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、「燃え殻」、「汚泥」、「廃油」、「廃酸」、

「廃アルカリ」、「廃プラスチック類」など、法令で定める２０種類の廃棄物

特別管理産業廃棄物

特別管理一般廃棄物

廃棄物

本計画の範囲

●一般家庭の日常生活に伴い生じた廃棄物

●事業活動に伴い生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物

●廃家電製品に含まれるPCB、感染性廃棄物など

●爆発性、毒性、感染性廃棄物で、法令に定めるもの

一般廃棄物

産業廃棄物

家庭系廃棄物（家庭系ごみ）

事業系一般廃棄物（事業系ごみ）

し尿

●一般家庭の汲取りし尿、浄化槽汚泥など
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4 計画の期間 

前ごみ処理計画は平成 25 年度を基準年度とし、計画期間を平成 26 年度から平

成 35年度までの 10 年間としています。 

今回統合する生活排水処理基本計画については、基準年度を平成 29 年度、計画

目標年度をごみ処理基本計画と合わせ平成 35(2023)年度とします。 

なお、社会・経済情勢の大きな変化、国・県における方針の変更等、計画の前提

となる諸条件に大きな変動があった場合には、基本計画を随時見直すこととします。 

 

 

図 1-3 基本計画の計画期間 
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第2章 南魚沼市の概況 

 

1 位置と地勢 

本市は、新潟県南部の魚沼盆地に位置し、南は湯沢町、北は魚沼市、西は十日町

市、東は群馬県利根郡みなかみ町と接しています。総面積は 584.82 ㎢で新潟県の

総面積の約 4.6％を占めています。 

市域中央部を北流する清流魚野川とその支流沿いには、南魚沼産コシヒカリを育

む肥沃な水田が広がっています。そして市域を囲む八海山、中ノ岳、駒ヶ岳、巻機

山、丹後山などの名山と魚沼丘陵、それらを源とする多くの渓流や清流など、四季

折々の自然環境に恵まれています。 

また、日本有数の豪雪地帯の条件を生かしたスキー場や温泉、レクリエーション

施設など多くの観光資源を有しています。 

 

図 1-4 本市の位置 

 

2 気候 

本市の気候は、積雪量が多い日本海型気候に分類されます。年間平均気温は 14℃

前後で、比較的冷涼な気候です。また、日本でも有数の豪雪地帯にあり、最高積雪

深が 300cmを超える年もあります。 

 

  

魚沼市

湯沢町

大和地域

六日町地域

塩沢地域
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3 人口動態 

本市の年度末における人口及び世帯数の推移は図1-5のとおりです。人口は今

後も減少が続くと考えられますが、世帯数は核家族化が進んでいることにより、今

後は横ばいか若干増加することが考えられます。 

また、平成 29年度末の年齢別人口は図 1-6のとおりで、本市でも少子高齢化が

進んでいることが分かります。 

 

 

図 1-5 本市の人口と世帯数 

 

 

 

図 1-6 本市の年齢別人口（平成 29 年度末）  
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4 産業の動向 

本市は「南魚沼産コシヒカリ」を代表とする農業を基幹産業としながら、古くか

ら「越後上布」「塩沢紬」等の織物産業の生産地でもあります。上越新幹線・関越

自動車道の開通により高速交通網の整備が進み、新潟県内における首都圏からの玄

関口としての機能を有し、スキー観光や温泉を中心とした観光都市という面もあり

ます。 

また、計画的に工場団地を造成し工場誘致を推進してきました。そのため、機械

製造業を中心とした多くの工場が当地域に進出し、農業はもとより商業・工業・観

光業のいずれの分野においてもバランスのとれた産業構造を持つ地方都市として

発展してきました。 

 

表 1-1 本市の産業構造 

産業分類 
従業者数 

（人） 

構成比 

（％） 
産業分類（大分類） 

従業者数 

（人） 

構成比 

（％） 

総数 30,545 100.0 総数 30,545 100.0 

第 1 次産業 3,484 11.4 

農業，林業 3,456 11.3 

（うち農業） (3,380) (11.1) 

漁業 28 0.1 

第 2 次産業 8,772 28.7 

鉱業，採石業，砂利採取業 40 0.1 

建設業 3,936 12.9 

製造業 4,796 15.7 

第 3 次産業 18,275 59.9 

電気・ガス・熱供給・水道業 162 0.5 

情報通信業 126 0.4 

運輸業，郵便業 1,058 3.5 

卸売業，小売業 4,005 13.1 

金融業，保険業 393 1.3 

不動産業，物品賃貸業 434 1.4 

学術研究，専門・技術サービス業 425 1.4 

宿泊業，飲食サービス業 2,448 8.0 

生活関連サービス業，娯楽業 1,117 3.7 

教育，学習支援業 1,114 3.6 

医療，福祉 3,732 12.2 

複合サービス事業 599 2.0 

サービス業 1,750 5.7 

公務 912 3.0 

分類不能 14 0.0 分類不能の産業 14 0.0 

出典（総務省統計局「平成 27 年国勢調査結果」） 
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第2部  ごみ処理基本計画 

 

第1章 ごみの現状と課題 

 

1 ごみ処理システム 

本市では、大和地域（合併前の旧大和町の区域）から発生する一般廃棄物を魚沼

市に委託処分していることから、市内の地域で分別区分、処分方法が異なります。 

また、本市のごみ処理施設では、湯沢町から発生する一般廃棄物を受入処理して

います。 

 

(1) ごみ収集・処理区域 

本市における収集・処理区域は、図2-1のとおりです。 

 

 

図 2-1 本市のごみ処理区域 
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湯沢町
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(2) ごみの分別（平成 30年 4月 1日現在） 

家庭系ごみの分別は、合併前の旧町を地域単位として、六日町地域及び塩沢地

域は表2-1のとおり、大和地域は表２-2のとおり行っています。 

事業系ごみの分別は、家庭系ごみの分別に準じて行っています。 

 

表 2-1 六日町地域、塩沢地域の分別区分 

 
 

表 2-2 大和地域の分別区分 

 

分
別
数

主な内容 収集方法

もえるごみ 1
生ごみ、皮革類、紙おむつ、プラスチック製品（容器包装を除く）、スキー靴、使い
捨てカイロなど

ステーション収集

缶 1 飲食用の缶類、スプレー缶などの空き缶 ステーション収集

びん 1 飲食用のびん、薬の容器の空きびん ステーション収集

有害ごみ 1 蛍光灯、乾電池、水銀体温計 ステーション収集

その他不燃ごみ 1
金属類、陶磁器類、化粧品のびん、割れたびん、ガラスくず、白熱電球、電気コー
ド、刃物、不燃性粗大ごみ以外の小型家電製品など

ステーション収集

ペットボトル 1 飲食用のペットボトル ステーション収集

その他のプラスチッ
ク容器包装類

1 白トレイ、発泡スチロール、プラマークのある容器包装 ステーション収集

古紙類 6
新聞紙、雑誌・チラシ・雑紙・紙箱・紙袋・包装紙、ダンボール、米袋、紙パック、
シュレッド紙

ステーション収集
拠点回収

粗大ごみ 1 ふとん、家具、畳、机、自転車など 戸別収集

廃天ぷら油 1 植物性の天ぷら油 拠点回収

古着・古布 1 古着、カバン類、生地類 拠点回収

不用食器 1 陶磁器製・ガラス製の食器類 拠点回収

六
日
町
地
域

塩
沢
地
域

区　　分

分
別
数

主な内容 収集方法

燃やせるごみ 1
生ごみ、皮革類、紙おむつ、プラスチック製品（容器包装を除く）、スキー靴、使い
捨てカイロなど

ステーション収集

燃やせないごみ 1
直径15㎝以内のもの
空き缶、空きビン、ガラス類、陶磁器類、乾電池、縫い針・釣り針など

ステーション収集

大型ごみ 1
直径15㎝を超えるもの
小型家電製品、ふとん、家具、畳、机、自転車など

戸別収集

ペットボトル 1 飲食用のペットボトル ステーション収集

白トレイ 1 白トレイ ステーション収集

その他のプラスチッ
ク容器類

1 プラマークのある容器包装 ステーション収集

古紙類 4 ダンボール、米袋、新聞紙、その他紙類
ステーション収集

拠点回収

廃天ぷら油 1 植物性の天ぷら油 拠点回収

古着・古布 1 古着、カバン類、生地類 拠点回収

不用食器 1 陶磁器製・ガラス製の食器類 拠点回収

区　　分

大
和
地
域
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(3) ごみの処理手数料（平成 30年 4月 1日現在） 

各地域における家庭系ごみの処理手数料は表2-３、事業系ごみの処理手数料は

表2-４のとおりです。 

表 2-3 家庭系ごみの処理手数料 

 
 

表 2-4 事業系ごみの処理手数料 

  

1号袋（10ℓ） 20円/枚 1号容器（10ℓ） 16円/枚

2号袋（30ℓ） 35円/枚 2号容器（20ℓ） 23円/枚

3号袋（45ℓ） 50円/枚 3号容器（45ℓ） 32円/枚

1号袋（10ℓ） 20円/枚 - -

2号袋（20ℓ） 25円/枚 4号容器（25ℓ） 20円/枚

3号袋（45ℓ） 30円/枚 5号容器（45ℓ） 40円/枚

- - 1号容器（10ℓ） 8円/枚

2号袋（20ℓ） 25円/枚 2号容器（20ℓ） 11円/枚

3号袋（45ℓ） 30円/枚 3号容器（45ℓ） 15円/枚

大型ごみ（指定袋） - - 6号容器（45ℓ） 350円/枚

小物券 500円 小物券 500円

中物券 1,000円 中物券 1,000円

大物券 2,000円 大物券 2,000円

可燃ごみ
不燃ごみ

35円/10㎏

容器包装ごみ 指定袋のみ

破砕ありの場合 100円/10㎏ 大型ごみ 250円/10㎏

指定処理品
500円～
1,500円/個

指定処理品
500円～
2,000円/個

有料化手法

六日町地域・塩沢地域 大和地域区分

従量制 従量制

家庭用可燃ごみ
（指定袋）

家庭用不燃ごみ
（指定袋）

家庭用容器包装ごみ
（指定袋）

粗大ごみ

市
が
収
集
す
る
家
庭
系
廃
棄
物

処理施設への直接搬入

破砕なしの場合 50円/10㎏

4号袋（15ℓ） 45円/枚 - -

5号袋（45ℓ） 85円/枚 3号容器（45ℓ） 55円/枚

6号袋（90ℓ） 140円/枚 4号容器（70ℓ） 90円/枚

- - - -

5号袋（45ℓ） 70円/枚 5号容器（45ℓ） 80円/枚

6号袋（90ℓ） 130円/枚 - -

破砕なしの場合 75円/10㎏
可燃ごみ
不燃ごみ

50円/10㎏

破砕ありの場合 150円/10㎏ 大型ごみ 300円/10㎏

大和地域

有料化手法 従量制 従量制

事業用可燃ごみ
（指定袋）

事業用不燃ごみ
（指定袋）

区分 六日町地域・塩沢地域

処理施設への直接搬入
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(4) ごみ処理・処分状況 

ごみ処理・処分におけるフロー（流れ）は、図 2-2及び図 2-3のとおりです。 

環境衛生センター可燃ごみ処理施設では、ごみを高温で溶融し、再資源化が可

能な溶融スラグにしています。溶融スラグは、市道及び公共施設地内の工事の埋

戻し材及びコンクリート二次製品として活用しています。 

 
図 2-2 六日町地域、塩沢地域のごみ処理フロー 

 
図 2-3 大和地域のごみ処理フロー  

古紙類

民間委託資源化

容器包装ごみ

民間委託処分

缶

びん

有害ごみ

廃天ぷら油

その他不燃ごみ

古着・古布

環境衛生センター

可燃ごみ処理施設

桝形山最終処分場

もえるごみ

粗大ごみ

不用食器

集団回収

民間委託資源化

環境衛生センター

不燃ごみ処理施設

民間委託資源化

溶融スラグ

飛灰

資
源
化

最
終
処
分

不燃残渣焼却分

民間委託資源化

金属類

ガラス類

廃蛍光管

廃電池

ペットボトル

発泡スチロール

容器包装類

不燃残渣埋立分

古紙類

容器包装

プラスチック

民間委託処分

廃天ぷら油

燃やせないごみ

古着・古布

エコプラント魚沼

燃やせるごみ

大型ごみ

不用食器

集団回収

民間委託資源化

民間委託資源化

可燃残渣埋立分

資
源
化

最
終
処
分

民間委託資源化

金属類

ガラス類

廃蛍光管

廃電池

ペットボトル

発泡スチロール

白トレイ

容器包装類

不燃残渣埋立分 民間委託処分
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(5) 施設の概要 

○可燃ごみ処理施設 

環境衛生センター可燃ごみ処理施設は、資源循環型社会に適合した、酸素式

熱分解直接溶融方式によるガス化溶融炉の処理施設であり、平成 16 年より稼

働しています。 

施設では、有害物質による環境汚染対策として、搬入されたごみを高温で溶

融し、再生資源としてスラグ化を図り、排気ガスは環境基準を満たすことによ

り、環境への負荷を低減しています。 

溶融スラグについては、再生資源としての活用を促進し、本市が発注する公

共事業において埋戻し材に利用する等、最終処分量の減量化を図っています。

また、溶融スラグの JIS 品質管理を適正に行い、コンクリートへの二次製品化

も図っています。 

飛灰については、最終処分として民間の専門業者に委託し、処分の確認を実

施する等、適正な処理を行っています。 

大和地域のごみを処理委託しているエコプラント魚沼についても、常時、情

報交換等を密にし、適正な管理・処分を図っています。 

 

表 2-5 可燃ごみ処理施設の概要 

施設名称 
南魚沼市環境衛生センター 

可燃ごみ処理施設 

エコプラント魚沼 

（魚沼市） 

処理区域 六日町地域、塩沢地域 大和地域 

処理方式 酸素式熱分解直接溶融方式 准連続燃焼炉方式 

処理能力 110t/24h（55t/24h×2 炉） 95t/16h（47.5t/16h×2 炉） 

発電能力 1,350kw － 

竣 工 平成 16 年 3 月 平成 7 年 3 月 

その他 付属温浴施設へ余熱利用 附属施設へ余熱利用 
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○不燃ごみ処理施設 

環境衛生センター不燃ごみ処理施設は平成９年の稼働以来、不燃ごみを選別・

破砕することにより、びんや鉄、アルミ等の有効資源の回収を行っています。ま

た、平成 23年度より容器包装プラスチックの分別収集、平成 29 年度より廃天

ぷら油の拠点回収を開始し、今まで可燃ごみで焼却していたものを資源として

リサイクルしています。 

施設から最終的に発生する残渣については、桝形山最終処分場で埋め立て処

分をしています。 

大和地域のごみを処理委託しているエコプラント魚沼についても、可燃ごみ

処理施設同様に、情報交換等を密にし、適正な管理・処分を図っています。 

表 2-6 不燃ごみ処理施設の概要 

施設名称 
南魚沼市環境衛生センター 

不燃ごみ処理施設 

エコプラント魚沼 

（魚沼市） 

処理区域 六日町地域、塩沢地域 大和地域 

処理方式 粗大ごみ併用処理方式 粗大ごみ併用処理方式 

処理能力 30t/5h 23t/5h 

竣 工 平成 9 年 2 月 平成 7 年 3 月 

 

○最終処分施設 

環境衛生センター不燃ごみ処理施設から発生する残渣は、桝形山最終処分場

で埋め立て処分をしています。この処分施設は、埋め立ての進行とともに建屋

を移動させるタイプのクローズ型であり、更に、浸出水を内部循環式として場

外へ放流しないことで、周辺環境にも配慮したものになっています。また、建屋

内の廃棄物の安定化促進、安全性の確保に配慮し、遠隔監視制御システム、屋根

の融雪設備を採用しています。 

表 2-7 最終処分場の概要 

施設名称 桝形山最終処分場 

処理区域 六日町地域、塩沢地域 

埋立廃棄物 破砕不燃ごみ 

埋立地面積 1,904 ㎡(952 ㎡×2) 

埋立容量 14,200 ㎥(7,100 ㎥×2) 

水処理方式 生物処理＋凝集沈殿＋ろ過 

水処理能力 10 ㎥/日 

竣 工 平成 10 年 7 月 

残存容量 3,650 ㎥（平成 29 年度末現在） 
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2 ごみの処理実績 

(1) 家庭系ごみ排出量 

家庭系ごみ排出量の推移は、表2-8及び図2-4のとおりです。 

平成 29年度の家庭系ごみ排出量は、平成 21年度と比較し約 7.6％の削減とな

っており、平成 30年度の中間目標値の 13,643t を達成しています。 

また、一人１日当たりの家庭系ごみ排出量は、平成 29年度 617g で、こちらも

平成 30年度の中間目標値の 643ｇを達成しています。 

 

表 2-8 家庭系ごみ排出量の推移 

 
 

 

図 2-4 家庭系ごみ排出量の推移  

単
位 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 Ｈ30

中間目標値

可燃ごみ ｔ 11,886 11,950 11,576 11,124 11,056 10,849 10,751 10,373 10,517 -

不燃ごみ ｔ 458 425 346 437 530 493 449 362 385 -

資源ごみ ｔ 1,334 1,043 1,568 1,519 1,568 1,437 1,334 1,073 1,177 -

粗大ごみ ｔ 227 200 823 868 1,023 856 1,099 823 925 -

集団回収 ｔ 551 566 435 417 411 411 416 387 363 -

家庭系ごみ合計 ｔ 14,456 14,184 14,748 14,365 14,588 14,046 14,049 13,018 13,367 13,643

人口 人 62,151 61,926 61,460 60,895 60,305 59,731 58,995 58,337 57,734 -

一人１日当たり
家庭系ごみ排出量

ｇ 613 602 636 628 644 625 631 593 617 643

　※一人１日当たり家庭系ごみ排出量は「集団回収」を除きます。

11,886 11,950 
11,576 

11,124 11,056 10,849 10,751 
10,373 10,517 

458 425 

346 

437 530 
493 449 

362 
385 

1,334 1,043 
1,568 

1,519 1,568 
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1,334 
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227 
200 
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1,023 
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823 

925 
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411 

411 416 
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636 628 
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617 

100

200

300

400

500

600

9,000

10,000

11,000

12,000

13,000

14,000

15,000

16,000

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

可燃ごみ 不燃ごみ 資源ごみ 粗大ごみ 集団回収 一人１日当たり

家庭系ごみ排出量

（ｇ）（ｔ）



 

第２部 ごみ処理基本計画 

                                        

16 

(2) 事業系ごみ排出量 

事業系ごみ排出量の推移は、表2-9及び図2-5のとおりです。 

平成 29年度の事業系ごみ排出量は、10,710t で、平成 30年度の中間目標値の

7,367t を達成できていません。今後も減量化・適正処理の推進を図る必要があり

ます。 

なお、平成 23年度のごみが増加した原因は、新潟・福島豪雨災害の影響による

ものです。 

 

表 2-9 事業系ごみ排出量の推移 

 
 

 

図 2-5 事業系ごみ排出量の推移 

 

  

単
位 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 Ｈ30

中間目標値

可燃ごみ ｔ 8,138 9,145 10,409 7,923 7,974 7,876 8,214 8,940 10,125 -

不燃ごみ ｔ 174 175 115 111 122 109 50 46 41 -

資源ごみ ｔ 454 293 437 407 714 730 462 452 481 -

粗大ごみ ｔ 38 46 172 107 101 83 85 61 63 -

事業系ごみ合計 ｔ 8,804 9,659 11,133 8,548 8,911 8,798 8,811 9,499 10,710 7,367

人口 人 62,151 61,926 61,460 60,895 60,305 59,731 58,995 58,337 57,734 -

一人１日当たり
事業系ごみ排出量

ｇ 388 427 495 385 405 404 408 446 508 -

8,138 
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(3) ごみの総排出量 

ごみの総排出量の推移は、表2-10及び図2-6のとおりです。 

平成 29 年度のごみ総排出量は、24,077ｔで、平成 30 年度の中間目標値の

21,010t を達成できていません。 

また、一人１日当たりのごみ量は 1,143ｇで、こちらも平成 30年度の中間目標

値の 1,014ｇを達成できていません。 

 

表 2-10 ごみの総排出量の推移 

 
 

 

図 2-6 ごみの総排出量の推移 

 

 

  

単
位 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 Ｈ30

中間目標値

家庭系ごみ ｔ 14,456 14,184 14,748 14,365 14,588 14,046 14,049 13,018 13,367 13,643

事業系ごみ ｔ 8,804 9,659 11,133 8,548 8,911 8,798 8,811 9,499 10,710 7,367

ごみ総排出量 ｔ 23,260 23,843 25,881 22,913 23,499 22,844 22,860 22,517 24,077 21,010

人口 人 62,151 61,926 61,460 60,895 60,305 59,731 58,995 58,337 57,734 -

一人１日当たり
ごみ排出量

ｇ 1,025 1,055 1,151 1,031 1,068 1,048 1,059 1,057 1,143 1,014

14,456 14,184 14,748 14,365 14,588 14,046 14,049 13,018 13,367 
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10,710 

23,260 
23,843 

25,881 
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－ 図９－ 
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(4) 資源化量とリサイクル率の推移 

本市におけるリサイクル率は、表2-11及び図2-7のとおりです。 

平成 29 年度の資源化量は 3,137ｔ、資源化率は 13.0％で、平成 30 年度の中

間目標値の資源化量 3,815t、資源化率 18.2％をどちらも達成できていません。 

 

表 2-11 資源化量と資源化率の推移 

 
 

 

図 2-7 資源化量と資源化率の推移 

 

 

  

単
位 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 Ｈ30

中間目標値

ごみ総排出量 ｔ 23,260 23,843 25,881 22,913 23,499 22,844 22,860 22,517 24,077 －

総資源化量 ｔ 3,722 3,793 3,330 3,271 3,316 3,217 3,453 2,919 3,137 3,815

リサイクル率 ％ 16.0 15.9 12.9 14.3 14.1 14.1 15.1 13.0 13.0 18.2
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(5) ごみの性状 

可燃ごみの性状については、表2-12及び図2-8のとおりです。 

可燃ごみの組成は、紙・布類が半数以上を占めています。 

また、ごみ質の指標である三成分では、水分と可燃分で、全体の約 95％を占め

ています。 

 

表 2-12 可燃ごみ組成分析結果 

 
 

 

図 2-8 可燃ごみの組成 

  

（単位：％）

H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 平均

紙・布類 59.9 58.4 53.8 49.8 64.0 49.4 74.1 49.7 61.0 57.8

合成樹脂類 13.1 24.7 16.2 29.4 12.5 34.0 9.1 28.8 15.6 20.4

木材、わら類 9.8 8.4 4.9 9.5 5.7 5.1 5.8 7.2 7.1 7.1

厨芥類 13.1 6.9 15.7 8.7 14.3 8.1 8.7 10.3 11.8 10.8

不燃物類 1.2 1.0 4.7 2.1 1.1 2.4 0.9 1.5 0.5 1.7

その他 3.0 0.6 4.7 0.5 2.5 0.9 1.7 1.7 4.2 2.2

水分 56.2 48.7 51.5 48.6 57.4 46.7 52.7 44.3 55.7 51.3

灰分 4.7 4.9 6.3 4.8 4.8 5.5 5.5 4.1 4.4 5.0

可燃分 39.1 46.4 42.2 46.6 37.8 47.8 41.8 51.7 39.9 43.7
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種
類
・
組
成

三
成
分

項目／年度
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60%
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13%
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1%

その他

3%

平成21年度

紙・布類

61%

合成樹脂類

16%

木材、わら類

7%

厨芥類

12%

不燃物類

0%

その他

4%

平成29年度
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(6) ごみ処理に係る経費 

ごみ処理に係る経費は、表2-13及び図2-9のとおりです。 

平成 29年度の本市のごみ処理経費は、約 9.5 億円です。 

市民一人当たりのごみ処理経費は、約 16,499 円となっています。 

人口は減少していますが、処理経費に大きな変化はありません。 

 

表 2-13 ごみ処理経費の推移 

 
 

 

 

図 2-9 ごみ処理経費の推移 

  

（単位：千円）

Ｈ21 Ｈ22 Ｈ23 Ｈ24 Ｈ25 Ｈ26 Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29
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処理・維持
管理費

949,880 899,006 967,824 966,689 958,845 1,062,401 919,746 1,181,005 941,616

その他 6,836 7,449 22,512 9,599 10,834 9,915 9,928 9,856 9,771

1,035,832 1,150,384 993,701 976,287 969,679 1,072,786 931,036 1,193,198 952,536

62,151 61,926 61,460 60,895 60,305 59,731 58,995 58,337 57,734

16,666 18,577 16,168 16,032 16,080 17,960 15,782 20,454 16,499

項目年度

一人当たり
処理経費
（円/人・年）

処理経費

歳
出
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993,701 976,287 969,679
1,072,786
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952,536

16,666
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17,960

15,782
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16,499
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(7) 主な施策の概要と実施状況 

前ごみ処理計画における主な施策の概要と実施状況は表2-14のとおりです。 

表 2-14 主な施策の概要と実施状況 

※実施状況 「〇」：実施済み・実施中  「△」検討中  「×」：未実施 

主な取り組み 概    要 
実施

状況 

啓発活動 

ごみの減量化・

資源化への啓発 

本計画に基づく、ごみの減量化・資源化への取り組みについて、効

果や重要性への啓発を図る。 
〇 

広報周知 
市報や啓発チラシにより、ごみの現状や取り組みについて周知を図

る。 
〇 

環境教育の推進 
市民への出前講座の拡充、児童・生徒の施設見学等、幅広く環境教

育を推進する。 
〇 

廃棄物の適正処

理・処分 

事業系廃棄物における適正処理・処分について、市報等により周知

を図る。 
〇 

処理困難物等の

取り扱い 

処理困難物等は、製造者や販売業者に処理を依頼することが原則で

あり、市報等を活用し、市民への周知徹底を図る。 
〇 

減量化推進

事業 

生ごみ処理機購

入補助 

家庭用生ごみ処理機を購入する市民へ、購入費（購入費の 1/3 で上限

を 2 万円）の補助を行う。 
〇 

マイバック運動

等の推進 

レジ袋や紙袋の排出抑制を推進するため、マイバック運動等の普及を

図る。 
△ 

リサイクル 

推進事業 

集団回収事業の

推進 

子供会等の団体で実施する集団回収について、回収量（3 円/㎏：古紙

類、アルミ缶）に対しての補助を行う。 
〇 

ごみ減量化・再

資源化登録店事

業 

レジ袋の削減、商品の簡易包装化、店頭回収の実施等、ごみの減量化・

再資源化への積極的な取り組みを推進している店舗を登録し、広く周

知を図る。 

〇 

ステーション回

収の拡充 

少子高齢化社会への対応として、一部の拠点回収からステーション収

集の拡充を図る。 
〇 

環境美化活

動 

ボランティア袋

の支給 

地域の清掃活動に伴い、ボランティア袋を支給し、環境美化活動を推

進する。 
〇 

市内一斉清掃の

実施 

市内全域における「一斉清掃の日」を設定し、地域の環境美化活動を

推進する。 
〇 

不法投棄対策 
３魚沼地域における不法投棄連絡防止協議会事業の活用を含め、不法

投棄の撤去や監視パトロールの強化を図る。 
〇 

災害対策 
大規模災害に対

する対応 

大規模災害が発生した場合、被災地の環境衛生の保全と早期の復興及

び迅速な対応を図るため、災害廃棄物処理計画を策定する。 
〇 

次世代処

理・処分施

設の検討 

次世代中間処理

施設の整備検討 

次世代処理施設の広域化処理に向け、新たな施設整備計画を検討す

る。 

また、減量化・再資源化を更に推進するため、分別の見直し・検討も

踏まえての施設整備計画とする。 

△ 

最終処分場の整

備検討 

現有最終処分場の延命化とともに、次期最終処分場の整備計画を検討

する。 
△ 

  



 

第２部 ごみ処理基本計画 

                                        

22 

(8) ごみ処理の中間目標達成状況 

前ごみ処理計画の重点項目における平成 29 年度実績値と目標値の比較につい

ては表2-15のとおりです。 

家庭系ごみは中間目標を達成していますが、事業系ごみは中間目標を達成でき

ず、平成 25年度の基準値より増加しています。 

また、資源化率についても中間目標値を大きく下回っている状況です。 

 

表 2-15 実績値と中間目標値の比較 

 

  

H25
(2013)

H29
(2017)

H30
(2018)

H35
(2023)

実績値 実績値 中間目標値 計画目標値

t 23,499 24,077 21,010 19,083

家庭系ごみの排出量 t 14,177 13,004 13,317 12,431

事業系ごみの排出量 t 8,911 10,710 7,367 6,359

集団回収 t 411 363 326 293

g 1,068 1,143 1,014 978

g 644 617 643 637

t 3,316 3,137 3,815 3,900

％ 14.1 13.0 18.2 20.4

単位

資源化率
（リサイクル率）

項　　　目

ごみの総排出量

一人１日当たりの
ごみの排出量

一人１日当たりの
家庭系ごみの排出量
（集団回収除く）

資源化量
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3 ごみ処理の課題 

(1) 家庭系ごみにおける課題 

○３Ｒへの意識を高めるための環境教育活動 

処理施設の見学や体験学習を継続し、幅広い年齢層に対応する活動を推進する

必要があります。 

 

○分別マナーの向上と違反ごみの防止を図るための周知・啓発活動の充実 

市報等による周知やふれあい講座（出前講座）活動により、分別とマナーを継続

して周知する必要があります。 

 

○紙類の更なる分別 

家庭系ごみの大部分を占める紙類について、再生可能な紙類の資源化の推進を

更に図る必要があります。 

 

○生ごみの減量化 

家庭から出る厨芥類を減量化するためには、生ごみの水切りや食品ロスを減ら

すことが重要であり、必要な施策や周知を図る必要があります。 

 

○減量化と資源化を推進するための市民・事業者・行政の連携 

資源化活動団体や減量化等推進審議会など、減量化・資源化への施策を連携し

て継続する必要があります。 

 

(2) 事業系ごみにおける課題 

○事業系ごみの減量化・資源化への取組み 

事業系ごみの減量化や、ごみに含まれる再生可能な紙類などの資源化を進める

ため、事業者が取り組みやすい施策や分かりやすい周知を行う必要があります。 

 

○産業廃棄物の混入防止のための周知 

一般廃棄物と産業廃棄物の区分について、事業所における分別指導を図り、廃

棄物の適正処理を推進する必要があります。 
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(3) 収集・処理体制における課題 

○人口減少・少子高齢化社会に向けた効率的な収集・処理体制の検討 

人口減少により家庭系ごみは減少傾向を辿り、今後もその傾向が続くことが予

想されます。収集運搬体制については、将来的なごみ量の変化に対応できるよ

うに収集日や収集内容を検討する必要があります。 

また、更に高齢化が進むことが考えられることから、高齢者などの世帯におけ

るごみ出しについて、必要な支援や方策を検討する必要があります。 

 

○新ごみ処理施設での広域処理における適正処理の検討 

現在計画を進めている新ごみ処理施設へ向けて、市内で統一した廃棄物の処理

体制を図る必要があります。 

 

○大規模災害発生時における迅速対応と実効性のある体制整備 

南魚沼市災害廃棄物処理計画について必要な見直しを行うとともに、研修や訓

練などに取り組む必要があります。 
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第2章 ごみ処理基本計画 

 

1 ごみ処理の基本方針（中間見直し） 

(1) ごみ処理に係る理念・目標 

見直し後のごみ処理基本計画（以下、「ごみ処理計画」という。）の基本理念・目

標は、第２次総合計画及び環境基本計画に沿って、次のとおりとします。 

 

 

 

 

 

(2) ごみ処理に係る基本方針 

基本理念・目標を踏まえたごみ処理計画の基本方針は、前ごみ処理計画と同じ

く、市民・事業者・行政が一体となった次の４つとします。 

 

 

３Ｒの取組みを推進・徹底し、廃棄物の発生抑制・減量化・資源化の推進を図り

ます。 

※３Ｒ：リデュース＜Reduce：発生抑制＞、リユース＜Reuse：再使用＞、リ

サイクル＜Recycle：再生利用＞ 

 

 

使わないで捨てることのないよう「もったいない。」の気持ちで、「ごみを出さな

い。」生活への転換を図ります。 

また、ごみの分別を徹底し、ごみの減量化とリサイクルに協力します。 

 

 

事業活動の各段階で廃棄物の発生抑制の体制を図るとともに、排出者責任を自

覚し、発生した廃棄物は自らの責任で適正に処理します。 

店頭等での資源回収の拡大を図るなど、ごみの減量と資源化に努めます。 

 

 

市民や事業者に対し、ごみの分別や３R の啓発を行い、ごみの減量化とリサイ

クルを推進するとともに、排出されたごみを適正に処理・処分します。  

南魚沼市の豊かな自然環境を引き継ぐために、 

地域内で完結する持続可能な循環型社会の構築を目指します。 

３Ｒの推進 

市民の取組み 

行政の取組み 

事業者の取組み 
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2 将来のごみ排出量の見込み 

(1) ごみ排出量の推計方法 

ごみ処理計画の将来におけるごみの排出量は、平成 25年度から平成 29年度の

実績値及び将来人口推計から推計します。 

まずは、ごみの排出抑制などの施策を実施しない場合のごみ排出量を、ごみ処

理基本計画策定指針に記載されているトレンド法と将来人口推計を用いて求めま

す。次に、総合計画等の目標値を参考に、ごみ処理計画で達成を目指す目標となる

ごみ排出量を決定します。 

なお、事業系ごみ量は人口に比例しないことから、実績値から１日当たり事業

系ごみ量を算出することで、将来の事業系ごみ量を推計します。 

 

図 2-10 ごみ排出量の推計方法 

将来人口推計

家庭系ごみ
一人1日当たり排出量

事業系ごみ
1日当たり排出量

家庭系ごみ排出量
（施策実施前）

事業系ごみ排出量
（施策実施前）

家庭系ごみ排出量
（施策実施後）

事業系ごみ排出量
（施策実施後）

施策による効果

ごみ排出量

（予測値）

ごみ排出量

（目標値）
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(2) 将来人口推計 

前ごみ処理計画での推計は、南魚沼市人口問題プロジェクトの将来人口推計値

を参考にし、平成 35(2023)年度の人口を 53,478 人（外国人人口を含まない）と

推計しましたが、ごみ処理計画では、人口ビジョンを参考に改めて将来人口推計

を行いました。 

推計は、人口ビジョンの平成 37(2025)年度目標人口である 56,239 人から平

成 35(2023)年度の人口ビジョン目標人口 56,913 人を推計し、更に、平成

30(2018)年度の人口ビジョン目標人口推計値と実際の人口の誤差を求めたとこ

ろ 1,430 人の誤差があったため、この誤差を補正し平成 35(2023)年度の人口推

計値を 55,453 人（外国人人口を含む）としました。 

 

 

図 2-11 人口推計の見直し 
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(3) 将来におけるごみ排出量の推計結果 

平成 25年度から平成 29年度の実績から推計した、将来におけるごみの排出量

等は図2-12から図2-15のとおりです。 

 

 

図 2-12 ごみの総排出量の推計結果 

 

 

図 2-13 家庭系ごみ排出量の推計結果 
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図 2-14 事業系ごみ排出量の推計結果 

 

 

 

図 2-15 資源化量及び資源化率の推計結果 
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3 ごみ処理の達成目標 

(1) 達成目標の設定方法 

ごみ処理計画の着実な実施を目指すため、将来において達成すべき目標値を定

めます。目標値は、国、県及び本市の総合計画などの上位計画での目標値を参考に

設定します。 

 

表 2-16 上位計画の目標値 

廃
棄
物
処
理
基
本
方
針 

目標年度 
H32(2020) 

目標値 

一般廃棄物排出量 約 12％減（H24 年度比） 

再生利用率 27.0％以上 

最終処分量 約 14％減（H24 年度比） 

一人１日当たりの 

家庭系ごみ排出量 
500ｇ以下 

新
潟
県
資
源
循
環
型
社
会
推
進
計
画 

目標年度 
H25(2013) 

現在値 

H30(2018) 

目標値 

H32(2020) 

目標値 

一人１日当たりの 

ごみ排出量 
1,039ｇ 980ｇ以下 957ｇ以下 

再生利用を除く 

一人１日当たりの 

ごみ排出量 

798ｇ 728ｇ以下 700ｇ以下 

再生利用率 23.2％ 25.9％以上 27.0％以上 

最終処分率 9.8％ 9.1％以下 8.8％以下 

南
魚
沼
市
第
２
次
総
合
計
画 

目標年度 
Ｈ26(2014) 

現在値 

Ｈ31(2019) 

目標値 

Ｈ36(2024) 

目標値 

一人１日当たり 

家庭系ごみ搬入量 

（集団回収除く） 

623ｇ 610ｇ 598ｇ 

一人１日当たり 

事業系ごみ搬入量 
417ｇ 409ｇ 400ｇ 

リサイクル率 16.7％ 17.2％ 19.5％ 
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(2) 達成目標 

上位計画での目標値を踏まえて、ごみ処理計画において達成すべき目標値を次

のように定めます。 

また、目標年度までの推計は図2-16から図2-19のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

表 2-17 目標年度における予測値と目標値 

 
  

t

家庭系ごみの排出量 t

事業系ごみの排出量 t

集団回収 t

g

g

t

％

項　　　目

ごみの総排出量

一人１日当たりの
ごみの排出量

一人１日当たりの
家庭系ごみの排出量
（集団回収除く）

資源化量

資源化率
（リサイクル率）

H25
(2013)

実績値

23,499

14,177

8,911

411

1,068

644

3,316

14.1

単位

H29
(2017)

実績値

24,077

13,004

10,710

363

1,143

617

3,137

13.0

345

1,052

618

2,842

13.3

目標値

20,661

12,157

8,139

H35
(2023)

予測値

21,359

12,543

8,471

365

1,018

599

3,636

17.6

 

○ ごみ総排出量  23,499ｔ/年  ⇒  20,661ｔ/年（約 12.1%の削減） 

○ 市民一人 1日当たりの家庭系ごみ  644ｇ  ⇒  599ｇ（45ｇの減量） 

○ 事業系ごみ排出量  8,911ｔ/年  ⇒  8,139ｔ/年（約 8.7%の減量） 

○ 資源化率（リサイクル率）  14.1%  ⇒  17.6%（3.5%の増） 

－ 平成 35(2023)年度までに達成を目指す目標値 － 
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図 2-16 ごみ総排出量の推計 

 

 

図 2-17 家庭系ごみ排出量の推計 
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図 2-18 事業系ごみ排出量の推計 

 

 

図 2-19 資源化量・資源化率の推計 
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4 ごみ処理計画 

基本方針を踏まえ目標を達成するためには、具体的な施策を実施する必要があり

ます。ごみ処理計画では目標達成のため、次のとおり施策を行います。 

 

 

図 2-20 計画における施策の体系 

  

南魚沼市の豊かな自然環境を引き継ぐために、

地域内で完結する持続可能な循環型社会の構築を目指します。

３Ｒの推進 市民の取組み 行政の取組み事業者の取組み

環境教育・

啓発活動

減量化・リサイクル

推進事業

収集運搬計画
中間処理・

最終処分計画

次世代処理・

処分施設の検討

災害対策 計画管理

達 成 目 標

ごみ処理に係る理念・目標

ごみ処理に係る基本方針

目標達成のための施策
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(1) 環境教育・啓発活動 

① 環境教育の推進 

・幅広い年齢層に対する学習の機会を提供する必要があることから、環境教育

への支援を行います。 

・ごみ処理施設見学会の受入を継続します。 

・市民ふれあい講座の充実を図ります。 

 

② 環境美化活動の推進 

・市内全域における「一斉清掃の日」を設定し、地域の環境美化活動を推進し

ます。 

・ボランティア団体の清掃活動等に伴い、ボランティア袋を支給し、環境美化

活動を推進します。 

・３魚沼地域における不法投棄連絡防止協議会事業の活用を含め、不法投棄の

撤去や監視パトロールの強化を図ります。不法投棄撲滅に向けた監視体制の

強化と広報等による市民意識の向上を図ります。 

 

③ 啓発活動 

・市報や啓発チラシ、ウェブサイトにより、ごみの現状や取組みについて周知

を図ります。 

・ごみの分け方・出し方ガイドブックや、ごみカレンダーを作成・活用し、ご

みの分別への啓発を図ります。 
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(2) 減量化・リサイクル推進事業 

① 減量化推進事業 

・家庭から出る生ごみの減量化を推進するため、家庭用生ごみ処理機を購入す

る市民へ、購入費の補助を行います。 

・ディスポーザーの設置を推進し、生ごみの減量化を図ります。（新規） 

・レジ袋や紙袋の排出抑制を推進するため、マイバック運動等の普及を図りま

す。 

・食品ロスを減らすために家庭や飲食店等での生ごみを減らすための運動を推

進します。（新規） 

 

② リサイクル推進事業 

・子供会等の団体で実施する集団回収事業について、資源物の回収量に対して

補助を行います。 

・行政区でのごみステーション管理を支援し、分別回収を推進するため、ごみ

ステーションの新規設置、改修等に対して補助を行います。 

・古紙類などの資源物のごみステーションでの回収を継続します。 

 

③ ごみ減量化・資源化登録店事業 

・レジ袋の削減、商品の簡易包装化、店頭回収の実施等、ごみの減量化・再資

源化への積極的な取り組みを推進している店舗を登録し、広く周知を図りま

す。 
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(3) 収集運搬計画 

① ごみの分別 

・新たなごみ処理施設の稼働までに、市内の分別区分の統一に向け調整を行い、

分別区分が変更になった場合には市民への周知に努めます。 

 

図 2-21 分別区分の変更 

 

② 家庭系ごみ 

・家庭系ごみの収集運搬は、ごみ質や排出量の変化を見ながら委託業者による

現在の収集体制を継続し、効率的で経済的な収集運搬体制の整備を図ります。 

・家庭系ごみの分別区分が変更になった場合には、引き続き効率的で経済的な

収集体制が維持できるように調整を行います。 

 

③ 事業系ごみ 

・事業系ごみの収集運搬は、事業者が自ら直接搬入するか、許可業者に収集運

搬を委託し搬入することとします。 

・事業系廃棄物の適正処理・処分について、市報等により周知を図ります。 

・事業系ごみの多量排出事業者に対して、排出計画の作成を働きかけるなど、

事業系ごみの減量化を推進します。（新規） 

事業系一般廃棄物収集運搬業の許可について 

平成 30年 4月現在、市内の事業系一般廃棄物の収集運搬は、既存の許可

業者による収集運搬で充分に対応可能と判断します。よって今後、事業系

一般廃棄物収集運搬業についての新規許可は行いません。 

区　　分 新しい分別区分 区　　分

もえるごみ 可燃ごみ 燃やせるごみ

缶 缶

びん びん

有害ごみ 有害ごみ

その他不燃ごみ 不燃ごみ

粗大ごみ 粗大ごみ 大型ごみ

ペットボトル ペットボトル ペットボトル

白トレイ 白トレイ

その他のプラス
チック容器包装類

その他のプラス
チック容器類

古紙類 古紙類 古紙類

廃天ぷら油 廃天ぷら油 廃天ぷら油

古着・古布 古着・古布 古着・古布

不用食器 不用食器 不用食器

※　新しい分別区分の名称は仮称です。今後変更することがあります。

六日町地域

塩沢地域
大和地域

その他のプラス
チック容器包装類

燃やせないごみ
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④ 拠点回収の実施 

・廃天ぷら油、古着・古布、不用食器については、ごみ処理施設や市役所各庁舎

などでの拠点回収の実施を継続します。 

 

⑤ 処理困難物等の処理 

・ごみ処理施設の処理能力を超えるもの及び危険性・有害性があるもの、各種

リサイクル等関係法令の対象となっているものは、排出禁止物及び適正処理

困難物として指定し、製造事業者及び販売事業者に処理を依頼することを原

則とします。 

・処理困難物等の処理方法は、市報等を活用し市民への周知徹底を図ります。 

表 2-18 処理困難物 

排出禁止物 品目 処理方法 

有害性・危険性・引火

性のある物 
廃油、塗料、農薬、溶剤、ガスボンベ 

販売店、専門業者等

に処理を依頼する 

容積又は重量の著し

く大きい物 

大型農機具（コンバインなど）、ピア

ノ、耐火金庫、シャッター、自動販売

機 

販売店、専門業者等

に処理を依頼する 

特別管理一般廃棄物 感染性一般廃棄物（注射針など） 
かかりつけ医に回

収を依頼する 

適正処理困難物 

自動車部品及びバイク部品（タイヤ、

ホイール、バッテリーなど）、建築廃材

類（鋼材、鉄筋ブロック、レンガ、石

膏ボードなど）、コンクリート製品、土

石類、ワイヤーロープ 

販売店、専門業者等

に処理を依頼する 

リサイクル制度が構

築されているもの 

バイク 
二輪車リサイクル

システムを利用 

消火器 
廃消火器リサイク

ルシステムを利用 

テレビ、冷蔵庫、洗濯機・衣類乾燥機、

エアコン 

家電リサイクル券

システムを利用 

パソコン 
パソコンリサイク

ルシステムを利用 
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(4) 中間処理・最終処分計画 

① 中間処理の方法 

・中間処理は、現状の処理方法を継続し、六日町・塩沢地域のごみは環境衛生セ

ンター可燃ごみ処理施設及び不燃ごみ処理施設で処理し、大和地域のごみは

魚沼市（エコプラント魚沼）に処理委託します。 

・可燃ごみ処理施設の焼却に伴う熱エネルギーの回収を行い、施設の維持管理

費及び燃料等の軽減に努めます。 

・可燃ごみ処理施設から発生する溶融スラグは、JIS 品質管理を適正に行い、公

共事業の埋戻し材やコンクリート二次製品化に利用することで、資源化の促

進と埋立処分量の減量化を図ります。 

・不燃ごみ処理施設では、不燃ごみ及び缶、びんなどの資源物を適正に選別・破

砕処理し、できる限りの資源物を回収し、資源化率の向上と最終処分量の削

減を図ります。 

・ごみ処理施設では、騒音・悪臭・ダイオキシン類等の発生抑制等、環境負荷の

軽減を図ります。 

・古紙類及び拠点回収を行う廃天ぷら油、古着・古布、不用食器については、資

源化を民間に委託し、リサイクルを推進します。 

 

② 可燃ごみ処理施設延命化計画 

・平成 23年度に可燃ごみ処理施設の延命方針策定協議会を立ち上げ、可燃ごみ

処理施設延命化計画書を策定しました。今後は、当該計画書の基本方針であ

る延命期間 20年以上（平成 35(2023)年以降）を目標に、施設の延命化を実

施します。 

 

③ 最終処分の方法 

・最終処分については、現在の処分方法を継続し、可燃ごみ処理施設からの処

理残渣は民間へ処分委託し、不燃ごみ処理施設からの処理残渣は桝形山最終

処分場で適正に埋立処分します。 

 

④ 最終処分場の管理 

・最終処分場の管理に当たっては、安全施設や設備の機能を保持するとともに

浸出水の処理を徹底し、地下水の定期的な調査を継続して実施するなど、安

全性と衛生処理を重視した適正な運営を行います。 
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(5) 次世代処理・処分施設の検討 

・南魚沼市、魚沼市及び湯沢町の二市一町で新たなごみ処理施設の整備計画を

進めます。 

・最終処分場の建設については、広域化も含めて今後検討を進めます。 

 

(6) 災害対策 

・震災や風水害等により多量の廃棄物が発生した場合や、一般廃棄物処理施設

が運転停止し、ごみを処理できないような大規模災害が発生した場合には、

「南魚沼市地域防災計画」及び「南魚沼市災害廃棄物処理基本計画」に基づ

き、被災地の環境衛生の保全と早期の復興を図るため、関係機関との連携、被

災地及び避難所における廃棄物を適正に処理します。 

・施設の被害を想定し、応急復旧のための資機材の備蓄に努めるとともに、施

設点検マニュアル、施工業者等の連絡協力体制を整備します。 

 

（7) 計画管理 

・ごみ処理計画の目標値については市民・事業者の理解と協力が必要であり、

広く周知を図り、ごみ処理計画の検討事項等について、市報やホームページ

等で情報を発信します。 

・ごみ処理計画の進行状況等について、「南魚沼市廃棄物減量化等推進審議会」

に報告し、「南魚沼市一般廃棄物処理実施計画」に反映させ、着実な実施を目

指します。 
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第3部  生活排水処理基本計画 

 

第1章 生活排水の現状と課題 

 

1 水環境、水質保全に関する状況 

本市を流れる清流「魚野川」そしてその水系に育まれる豊かな自然は将来にわた

って市民が誇れる「ふるさと」として、後世に引き継いでいく必要があります。こ

の魚野川は生活排水処理施設からの最終放流先であり、河川環境の保全を図る対策

が急務であるといえます。 

魚野川の水質環境基準は「河川Ａ」に類型指定されており、本市流下区間の基準

点は「小出橋」（魚沼市）で、上流の補助地点に「坂戸橋」、「坪池橋」があります。 

河川の水質環境基準を表 3-1 に、過去 10 年間の水質観測点での水質（ＢＯＤ

（※））の推移を表 3-2 に示します。近年は環境基準値（2mg/ℓ 以下）を超える

ことはなく、坪池橋、小出橋地点ではＡＡ類型の基準値（1mg/ℓ以下）をも満足

するような良好な水質を保っています。 

※BOD（生物化学的酸素要求量）：河川における有機汚濁の代表的な水質指標 

 

表 3-1 河川の水質環境基準 

項目 

類型 
利用目的の適応性 

基準値 

水素イオン

濃度 

（ＰＨ） 

生物化学的

酸素要求量

（ＢＯＤ） 

浮遊物質量 

（ＳＳ） 

溶存酸素量 

（ＤＯ） 
大腸菌群数 

ＡA 

水道 1 級 

自然環境保全及び

A 以下の欄に掲げ

るもの 

6.5 以上 

8.5 以下 
1mg/ℓ以下 

25mg/ℓ 

以下 

7.5mg/ℓ 

以上 

50MPM/ 

100mℓ以下 

Ａ 

水道２級 

水産１級 

水浴及びＢ以下の

欄に掲げるもの 

6.5 以上 

8.5 以下 
2mg/ℓ以下 

25mg/ℓ 

以下 

7.5mg/ℓ 

以上 

1,000MPM/ 

100mℓ以下 

表 3-2 河川水質（BOD）の経年変化 

水 質 

観測点 

河川水質（ＢＯＤ７５％）     （単位：mg/ℓ） 

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 

坪池橋 <0.5 0.7 0.5 0.7 <0.5 0.7 0.6 0.9 1.0 0.8 

坂戸橋 0.6 0.7 0.8 0.6 0.5 0.7 1.0 0.8 0.8 0.8 

小出橋 0.7 0.9 0.7 0.6 0.7 0.9 0.8 0.6 1.0 1.1 

出典：公共用水域の水質測定結果（新潟県）  
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2 生活排水の処理体系 

生活排水は、し尿（浄化槽汚泥を含む）と生活雑排水（台所や風呂等からの排

水）に大きく分かれます。 

本市の生活排水の処理体系は図3-1のとおりであり、生活排水のうち、し尿は

公共下水道（特定環境保全公共下水道（以下「特環下水道」という）を含む）、農

業集落排水（以下「農集排」という）、合併処理浄化槽、単独処理浄化槽及びし尿

等受入施設において全量が処理されていますが、生活雑排水は公共下水道、農集

排及び合併処理浄化槽以外については、未処理のまま公共用水域に流れていま

す。 

 

 

図 3-1 本市の生活排水処理体系 

  

単独処理

浄化槽

合併処理

浄化槽

生 活 排 水

公共

下水道

し尿

汲取り

農業集

落排水

環境衛生センター

し尿等受入施設

し尿

公 共 用 水 域

終末処理場

委託処理
魚沼市・湯沢町

浄化槽汚泥・し尿

生活雑排水

処理水

汚泥 汚泥

処理水 処理水 処理水

汚泥

脱水汚泥

（焼却処理）

脱水し渣

（焼却処理）

汚泥

汚泥（下水投入）

未
処
理
水

し尿 生活雑排水 汚泥等 処理水

環境衛生センター

可燃ごみ処理施設
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3 生活排水の排出状況 

本市の生活排水の処理形態別人口及びし尿・浄化槽汚泥の実績は表3-3のとお

りです。 

平成 29年度の生活排水処理率（※）は 90.7％であり、51,932 人の生活排水が

適正に処理されています。また、し尿・浄化槽汚泥の処理量は下水道事業の普及

に伴い、減少が続いています。 

※生活排水処理率（汚水衛生処理率）とは、公共下水道・農集排・合併処理浄

化槽（公共下水道区域・農集排区域の合併処理浄化槽人口を含む）で生活排

水を処理している人口の割合です。 

 

表 3-3 処理形態別人口及びし尿・浄化槽汚泥の処理実績の推移 

 
 

  

単位 H25 H26 H27 H28 H29

人 59,928 59,242 58,574 57,919 57,252

人 50,190 51,518 52,122 52,151 51,932

(％) (83.8) (87.0) (89.0) (90.0) (90.7)

人 34,521 36,409 37,446 38,529 40,336

(％) (57.6) (61.5) (63.9) (66.5) (70.5)

人 11,306 11,207 11,092 10,249 8,290

(％) (18.9) (18.9) (18.9) (17.7) (14.5)

人 4,363 3,902 3,584 3,373 3,306

(％) (7.3) (6.6) (6.1) (5.8) (5.8)

【人】 【2,386】 【2,396】 【2,422】 【2,422】 【2,404】

人 6,506 4,835 3,972 3,593 3,313

(％) (10.9) (8.2) (6.8) (6.2) (5.8)

人 3,232 2,889 2,480 2,175 2,010

(％) (5.4) (4.9) (4.2) (3.8) (3.5)

㎘/年 3,079.3 2,808.7 2,626.7 2,290.8 2,150.0

㎘/年 15,632.6 15,865.8 14,049.3 12,508.0 12,426.1

㎘/年 1,122.8 1,031.0 917.2 815.9 744.7

㎘/年 1,667.0 1,436.0 1,515.7 1,431.5 1,394.9

㎘/年 678.7 638.9 682.9 688.1 679.2

㎘/年 4,453.1 4,162.5 4,173.2 4,099.2 3,990.0

㎘/年 4,880.7 4,478.7 4,226.8 3,794.8 3,573.8

㎘/年 21,752.7 21,464.3 19,738.2 18,038.6 17,811.0

※人口の下段の(　)は、各区分の構成比です。
※構成比は小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計と内訳が合わない場合があります。
※公共下水道には、区域外流入人口を含みます。

南
魚
沼
市

３．非水洗化人口
　　（し尿汲取り）

計画処理区域内人口

合併処理浄化槽
【内、市管理合併処理浄化槽】

※南魚沼市の浄化槽汚泥量には、農集排処理施設からの汚泥を含みます。

※計画処理区域内人口は、年度末時点の数値です。

区分

１．水洗化・生活雑排水処理人口

公共下水道

農業集落排水

２．水洗化・生活雑排水未処理人口
　　（単独処理浄化槽）

浄 化 槽 汚 泥 量

魚沼市

湯沢町

合計
汲 取 り し 尿 量

浄 化 槽 汚 泥 量

汲 取 り し 尿 量

浄 化 槽 汚 泥 量

汲 取 り し 尿 量

浄 化 槽 汚 泥 量

汲 取 り し 尿 量
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4 生活排水処理施設の整備状況 

（１）下水道事業関連施設の状況 

本市の公共下水道施設は表3-4のとおりで、主に市街地を公共下水道事業

で、市街地の周辺地域を特環下水道事業で整備しています。汚水処理は、六日町

と塩沢処理区を県の魚野川流域下水道六日町浄化センターで処理をし、大和及び

五箇処理区の汚水は、それぞれ大和クリーンセンター及び五箇クリーンセンター

で処理をしています。 

表 3-4 本市の公共下水道施設の概要 

 

 

 

農集排施設は表 3-5のとおりで、公共下水道、特環下水道の区域外の農村地

域を対象にし、平成 29年度末で 10の処理区に 8の処理施設があります。 

表 3-5 本市の農業集落排水施設の概要 

 

 

区分 処理区
供用

開始日

計画面積

(ha)
行政人口

整備区域

内人口

区域内接

続人口

六日町公共 H2.8 506.0

塩沢公共 H4.4 303.8

大和公共 H5.9 193.5

六日町特環 H2.8 653.1

塩沢特環 H8.5 717.0

大和特環 H9.3 398.9

五箇 H11.8 21.0

※整備区域内人口の(　)は汚水処理人口普及率（行政人口に対する公共下水道区域でこれらを利用でき
　る人口の割合）を示しています。
※区域内接続人口の（　）は水洗化率（整備区域内人口に対する公共下水道に接続している人口の割合）
　を示しています。

公共

下水道

特環

下水道

(88.5%)45,675人

45,416人 40,202人

(99.4%)

処理場

(流域)

六日町浄化センター

大和クリーンセンター

(流域)

六日町浄化センター

大和クリーンセンター

五箇クリーンセンター

供用開始

日

計画面積

(ha)
行政人口

整備区域

内人口

区域内接

続人口

H2.4 43.4

H4.4 42.0

H19.2 28.3

H6.6 153.0

H13.5 15.0

H13.5 69.0

H5.5 64.2

H9.4 144.1

H11.3 42.9

H14.3 43.1

※整備区域内人口の(　)は汚水処理人口普及率（行政人口に対する農集排区域でこれらを利用できる人口
　の割合）を示しています。
※区域内接続人口の（　）は水洗化率（整備区域内人口に対する農集排に接続している人口の割合）を示し
　ています。

上原

処理区

栃窪

大里

舞子

大木六

二日町

五十沢西部

城内西部

五十沢東部

宮

8,645人 8,290人
8,645人

(100.0%) (95.9%)

宮処理場

城内西部処理場

五十沢西部処理場

大木六処理場

処理場

上原処理場

舞子処理場

大里処理場

栃窪処理場
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また、合併処理浄化槽の整備事業として、表3-6のとおり、平成 29年度末

で公共下水道、特環下水道、農集排以外の区域の汚水を対象とした浄化槽整備事

業があります。 

表 3-6 本市の合併処理浄化槽 

 

 

 

これら下水道事業の平成 29年度末の汚水処理人口普及率は 98.7％で、新潟

県の平均値の 87.2％を大きく上回っており、山間部のリゾート施設周辺の整備

困難地域を除けば、概ね下水道事業の整備は完了しています。 

また、整備区域内の水洗化率は 90.1％となっています。 

 

 

（２）し尿処理施設の状況 

本市のし尿処理施設は、魚沼市及び湯沢町と共同で建設した南魚沼市環境衛生

センターし尿等受入施設が平成 30 年４月に稼働し、２市１町の汲取りし尿及び

浄化槽汚泥と本市の農集排処理施設汚泥を受け入れています。 

本施設ではし尿及び浄化槽汚泥の前処理を行い、隣接する県の魚野川流域下水

道六日町浄化センターへ移送し、その後の処理を県に委託しています。 

 

表 3-7 本市のし尿処理施設の概要 

施設名称 南魚沼市環境衛生センター し尿等受入施設 

処理区域 南魚沼市、魚沼市、湯沢町 

所在地 五日町 1961 番地 9 

受入種別 し尿、浄化槽汚泥、農業集落排水処理施設汚泥 

処理方式 下水投入方式 

公称能力 71 ㎘/日 

竣工 平成 30 年 3 月 

  

行政人口
整備区域

内人口

区域内接

続人口

2,454人 2,404人

(83.7%) (98.0%)

※整備区域内人口の(　)は汚水処理人口普及率（行政人口に対する合併浄化槽区域でこれらを利用できる
　人口の割合）を示しています。
※区域内接続人口の（　）は水洗化率（整備区域内人口に対する合併処理浄化槽に接続している人口の割
　合）を示しています。

2,932人浄化槽整備事業

事業種別
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5 生活排水の管理主体 

本市における生活排水の管理主体は表3-8のとおりです。 

表 3-8 生活排水の管理主体 

処理形態 対象となる生活排水の種類 管理主体 処理施設 

公共下水道 し尿及び生活雑排水 
新潟県 

南魚沼市 

(流域)六日町浄化センター 

大和クリーンセンター 

五箇クリーンセンター 

農業集落排水 し尿及び生活雑排水 南魚沼市 農業集落排水処理施設 

合併処理浄化槽 し尿及び生活雑排水 
南魚沼市 

個人等 南魚沼市環境衛生センター 

し尿等受入施設 単独処理浄化槽 し尿 個人等 

し尿汲取り し尿 個人等 

 

 

6 生活排水処理の課題 

①公共下水道区域の水洗化率が低く、生活雑排水が未処理のまま公共用水域に流

されており、下水道への接続を推進していく必要があります。 

 

②特定排水事業の区域における合併処理浄化槽の普及率が低いため、設置を推進

していく必要があります。 

 

③整備が完了している農集排区域においては、農集排施設等の統廃合により、効

率的な汚水処理を進める必要があります。 

 

④下水道処理場や管渠については耐用年数を経過する資産が増えてくることか

ら、老朽化を見据えた適正な修繕や計画的な更新を行い、施設の長寿命化を図

っていく必要があります。 
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第2章  生活排水処理基本計画 

 

1 生活排水処理の基本方針 

 

（１）生活排水処理に係る理念、目標 

本市では、市民の生活排水による水質汚濁への関心が高まり、市内全域での生

活排水処理促進に対する要望がさらに高まっています。 

これを受け、今後も生活排水処理施設整備の拡充に努め、快適な生活環境の確

保と公共水域の水質保全を図ります。 

 

（２）生活排水処理の基本方針 

本市全域で生活排水処理施設を逐次整備していくとともに、適正な維持管理を

行うこととし、生活排水処理の基本方針を次のとおりとする。 

①公共下水道認可区域においては、平成 28年度で面整備を完了したため、今後

は全ての世帯等が接続するよう、適切な指導・啓発を行います。 

②整備が完了している農集排区域においては、平成 33(2021)年度末までに栃窪

処理場を除く全ての処理場を流域下水道及び公共下水道の処理場へ統合しま

す。 

③公共下水道及び農集排の整備区域外では、各戸に合併処理浄化槽を整備しま

す。 

④単独処理浄化槽を設置している家屋については、公共下水道への接続か合併処

理浄化槽への切替を促進し、合併処理浄化槽への切替の場合、平成 34(2022)

年度までは市町村整備事業として、それ以降は個人設置に対する補助金事業と

して整備します。 

⑤今後行われる開発行為は、地域事情に応じて公共下水道または合併処理浄化槽

により処理します。 
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2 生活排水の処理計画 

（１）生活排水の処理目標 

概ね全ての生活排水を処理施設で処理することとし、生活排水処理率を平成

35(2023)年度までに 93.0％とします。 

 

表 3-9 生活排水処理の目標 

 現在 

平成 29(2017)年度 

目標年度 

平成 35(2023)年度 

生活排水処理率 ９０．７％ ９３．０％ 

 

表 3-10 処理形態別人口及びし尿・浄化槽汚泥の処理量の予測 

   

人

人

(％)

人

(％)

人

(％)

人

(％)

【人】

人

(％)

人

(％)

㎘/年

㎘/年

㎘/年

㎘/年

㎘/年

㎘/年

㎘/年

㎘/年

※計画処理区域内人口は平成29(2017)年度は年度末時点の住民基本台帳の数値。
※平成35(2023)年度は南魚沼市人口ビジョンからの推計数値。
※人口の下段の(　)は、各区分の構成比です。
※構成比は小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計と内訳が合わない場合があります。
※公共下水道には、区域外流入人口を含みます。
※南魚沼市の浄化槽汚泥量には、農集排処理施設からの汚泥を含みます。
※魚沼市及び湯沢町の汲取りし尿量及び浄化槽汚泥量は各市町の基本計画の推計値。

9,193.8

2,417.6

701.0

168.0

(3.5)

2,150.0

12,426.1

744.7

1,394.9

(2.6)

1,526.8

7,386.2

722.8

1,106.6

湯沢町
汲 取 り し 尿 量

浄 化 槽 汚 泥 量

合計
汲 取 り し 尿 量

浄 化 槽 汚 泥 量

汲 取 り し 尿 量

浄 化 槽 汚 泥 量

679.2

3,990.0

3,573.8

17,811.0

魚沼市
汲 取 り し 尿 量

浄 化 槽 汚 泥 量

【2,404】

3,306

(14.5)

8,290

(70.5)

40,336

(90.7)

51,932

57,252

単位区分

南
魚
沼
市

計画処理区域内人口

１．水洗化・生活雑排水処理人口

公共下水道

農業集落排水

合併処理浄化槽
【内、市管理合併処理浄化槽】

２．水洗化・生活雑排水未処理人口
　　（単独処理浄化槽）

３．非水洗化人口
　　（し尿汲取り）

H29(2017)
現在

2,010

(5.8)

1,427

3,313

(4.4)

2,441

【2,456】

3,205

(0.3)

55,263

H35(2023)
目標年度

166

(86.9)

48,024

(93.0)

51,395

(5.8) (5.8)
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（２）生活排水処理施設の整備計画 

下水道及び農業集落排水は面整備が完了したことから、今後は老朽化が進んで

いる農業集落排水を順次下水道に接続・統合し、汚水処理コストの低減を図りま

す。 

また、合併処理浄化槽の整備については、下水道及び農業集落排水の処理区域

外を対象として、浄化槽市町村整備推進事業として整備を進めることとします。 

 

表 3-11 本市の生活排水施設整備計画 

処理の方法 計画処理区域 
計画処理 

人口(人) 
整備予定年度 事業費見込み 

下水道 
排水処理区域図

で示した地域 
49,216 

面整備完了 

農集繋込み 

H33(2021)年度 

1,912 百万円 

農業集落排水施設 
排水処理区域図

で示した地域 
149 完 了 － 

合併処理浄化糟 
下水道・農集排 

以外の全地域 
2,238 H34(2022)年度 106 百万円 

個別排水処理施設 後山・辻又地区 218 完 了 － 

※排水処理区域図は、資料編に記載。 

※計画処理人口は、計画処理区域内の生活排水処理人口。 

※事業費見込みは、平成30(2018)年度から平成34(2022)年度までの総事業費。 

 

（３）し尿・浄化槽汚泥の処理計画 

①収集運搬計画 

汲取りし尿は、委託業者による収集・運搬を継続して行うこととし、安定的な

業務遂行のため、引き続き定額制による業務委託を行います。なお、仮設トイレ

のし尿汲取りについては、許可業者により行います。 

浄化槽汚泥については、従前のとおり許可業者により浄化槽清掃業と併せて収

集運搬を行います。 

②処理計画 

し尿及び浄化槽汚泥は、全量を南魚沼市環境衛生センターし尿等受入施設で受

入し、前処理としてし渣を除いたのち、魚野川流域下水道六日町浄化センターへ

移送し、その後の処理を県に委託します。し渣については、本市の可燃ごみ処理

施設で溶融処理をします。  
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（４）その他 

生活排水対策の必要性、浄化槽管理の重要性等について市民に周知を図るた

め、定期的な広報・啓発活動を実施します。 

また、浄化槽については定期的な保守点検、清掃及び定期検査について、広報

等を通じてその徹底に努めるとともに、関係業者との連携を強めて適正な維持管

理等指導の強化を図ります。 
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第4部  資料編 

 

1 関係法令の概要 

 

本計画に関係する法令の概要は下表のとおりです。 

法令名称 概要 

環境基本法 

環境の保全についての基本理念を定め、環境の保全に関する施策の基本と

なる事項を定めることにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画

的に推進し、国民の健康で文化的な生活を確保する。 

循環型社会形成推進基本法 

循環型社会の形成についての基本原則を定め、国等の責務を明らかにする

とともに、循環型社会形成推進基本計画の策定その他施策の基本となる事

項を定めることにより、循環型社会の形成に関する施策を総合的かつ計画

的に推進し、国民の健康で文化的な生活を確保する。 

廃棄物処理法 

(廃棄物の処理及び清掃に関する

法律) 

廃棄物の排出を抑制し、適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の

処理をし、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。 

資源有効利用促進法 

(資源の有効な利用の促進に関す

る法律) 

資源の有効な利用の確保を図るとともに、廃棄物の発生の抑制及び環境の

保全に資するため、使用済物品等及び副産物の発生の抑制並びに再生資源

及び再生部品の利用の促進に関する措置を講ずることを目的とする。 

容器包装リサイクル法 

(容器包装に係る分別収集及び再

商品化の促進等に関する法律) 

容器包装廃棄物の再商品化を促進するための措置を講じることにより、一

般廃棄物の減量・再生資源の利用を通じて廃棄物の適正な処理と資源の有

効な利用の確保を図り、生活環境の保全等を目的とする。 

家電リサイクル法 

(特定家庭用機器再商品化法) 

小売・製造業者等による家電製品等の廃棄物の収集、再商品化等に関し、

適正かつ円滑に実施するための措置を講じることにより、廃棄物の適正な

処理及び資源の有効な利用の確保を図り、生活環境の保全等を目的とする。 

食品リサイクル法 

(食品循環資源の再生利用等の促

進に関する法律) 

食品関連事業者などから排出される食品廃棄物の発生抑制と減量化により

最終処分量を減少させるとともに、肥料や飼料等としてリサイクルを図る

ことを目的する。 

建設リサイクル法 

(建設工事に係る資材の再資源化

等に関する法律) 

建築物などの解体工事などに伴って排出されるコンクリート廃材、アスフ

ァルト廃材、廃木材の分別及びリサイクルを促進することを目的とする。 

自動車リサイクル法 

(使用済自動車の再資源化等に関

する法律) 

自動車所有者、使用済自動車の引取業者、フロン類回収業者、解体業者、

破砕業者、自動車メーカー・輸入業者などの役割分担を明確にし、使用済

自動車のリサイクル・適正処理を図ることを目的する。 

小型家電リサイクル法 

(使用済小型電子機器等の再資源

化の促進に関する法律) 

使用済小型電子機器等に利用されている金属その他の有用なものの相当部

分が回収されずに廃棄されている状況に鑑み、使用済小型電子機器等の再

資源化を促進するための措置を講ずることにより、廃棄物の適正な処理及

び資源の有効な利用の確保を図り、生活環境の保全等を目的とする。 

グリーン購入法 

(国等による環境物品等の調達の

推進等に関する法律) 

国、独立行政法人等および地方公共団体による環境物品などの調達の推進、

環境物品等に関する情報の提供その他の環境物品等への需要の転換を促進

するために必要な事項を定めることにより、環境への負荷の少ない持続的

発展が可能な社会の構築を目的とする。 
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2 将来の人口推計 

 

（１）ごみ処理計画における将来の人口推計 

〇推計条件 

前ごみ処理計画 

・推計基準日：４月１日基準 

・外国人人口：含まずに推計 

・実 績 値：H21(2009)年度から H26(2014)年度は実績値 

・参考とした推計：南魚沼市人口問題プロジェクト 

ごみ処理計画 

・推計基準日：10 月１日基準 

・外国人人口：含んで推計 

・実 績 値：H21(2009)年度から H30(2018)年度は実績値 

・参考とした推計：南魚沼市人口ビジョン 

 

〇推計結果 

 
※表中の下線数値は人口実績値、太字は推計値です。 

 

〇推計結果グラフ 

 

項目
H21

(2009)
H22

(2010)
H23

(2011)
H24

(2012)
H25

(2013)
H26

(2014)
H27

(2015)
H28

(2016)
H29

(2017)
H30

(2018)
H31

(2019)
H32

(2020)
H33

(2021)
H34

(2022)
H35

(2023)
H36

(2024)
H37

(2025)

前ごみ処理
計画推計値

61,670 61,188 60,885 60,316 59,928 59,160 58,583 57,982 57,365 56,743 56,102 55,455 54,798 54,137 53,478

南魚沼市
人口ビジョン
推計値

59,553 59,227 58,902 58,576 58,251 57,925 57,588 57,251 56,913 56,576 56,239

ごみ処理
計画推計値

62,151 61,926 61,460 60,895 60,305 59,731 58,995 58,337 57,734 57,116 56,791 56,465 56,128 55,791 55,453

61,670 

58,583 

56,743 

53,478 

59,553 

58,576 

56,913 

56,239 

62,151 

58,995 

57,116 

55,453 

53,000

54,000

55,000

56,000

57,000

58,000

59,000

60,000

61,000

62,000

63,000

H21

(2009)

H22

(2010)

H23

(2011)

H24

(2012)

H25

(2013)

H26

(2014)

H27

(2015)

H28

(2016)

H29

(2017)

H30

(2018)

H31

(2019)

H32

(2020)

H33

(2021)

H34

(2022)

H35

(2023)

H36

(2024)

H37

(2025)

前ごみ処理計画推計値

南魚沼市人口ビジョン推計値

ごみ処理計画推計値

（外国人人口含まない）

（外国人人口含む）

1,460人の差異

1,460人を補正

単位（人）

※ごみ処理計画推計値の

H21(2009)～H30(2018)は実績値

※前ごみ処理計画推計値の

H21(2009)～H26(2014)は実績値
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（２）生活排水処理基本計画における人口の将来推計 

〇推計条件 

生活排水処理 

基本計画 

・推計基準日：3 月 31 日基準 

・外国人人口：含んで推計 

・実 績 値：H21(2009)年度から H29(2017)年度は実績値 

・参考とした推計：南魚沼市人口ビジョン 

 

〇推計結果 

 
※表中の下線数値は人口実績値、太字は推計値です。 

 

〇推計結果グラフ 

 

  

項目
H24

(2012)
H25

(2013)
H26

(2014)
H27

(2015)
H28

(2016)
H29

(2017)
H30

(2018)
H31

(2019)
H32

(2020)
H33

(2021)
H34

(2022)
H35

(2023)
H36

(2024)
H37

(2025)
南魚沼市

人口ビジョン
推計値

59,553 59,227 58,902 58,576 58,251 57,925 57,588 57,251 56,913 56,576 56,239

生活排水処理
基本計画
推計値

60,566 59,928 59,242 58,574 57,919 57,252 56,926 56,601 56,275 55,938 55,601 55,263

59,553 

58,902 

56,913 

60,566 

57,252 

55,263 

53,000

54,000

55,000

56,000

57,000

58,000

59,000

60,000

61,000

62,000

63,000

H24

(2012)

H25

(2013)

H26

(2014)

H27

(2015)

H28

(2016)

H29

(2017)

H30

(2018)

H31

(2019)

H32

(2020)

H33

(2021)

H34

(2022)

H35

(2023)

H36

(2024)

H37

(2025)

南魚沼市人口ビジョン推計値

生活排水処理基本計画推計値

（外国人人口含む）

1,650人の差異

1,650人を補正

単位（人）

※生活排水処理計画推計値の

H21(2009)～H29(2017)は実績値
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3 ごみ排出量の推計 

 

〇予測値（ごみの排出抑制などの施策を実施しない場合の推計） 

 
※H25（2013）年度からH29（2017）年度までは実績値です。 

H30（2018）年度からH35（2023）年度は推計値です。 
  

単位
H25

(2013)
H26

(2014)
H27

(2015)
H28

(2016)
H29

(2017)
H30

(2018)
H31

(2019)
H32

(2020)
H33

(2021)
H34

(2022)
H35

(2023)

人 60,305 59,731 58,995 58,337 57,734 57,116 56,791 56,465 56,128 55,791 55,453

t 23,499 22,844 22,860 22,517 24,077 21,655 21,606 21,533 21,455 21,378 21,359

t 14,588 14,046 14,049 13,018 13,367 13,071 13,053 13,005 12,948 12,890 12,888

家庭系ごみ
(集団回収を除く) t 14,177 13,635 13,633 12,631 13,004 12,717 12,700 12,654 12,599 12,544 12,543

集団回収 t 411 411 416 387 363 354 353 350 348 346 345

t 8,911 8,798 8,811 9,499 10,710 8,584 8,553 8,528 8,507 8,488 8,471

g 1,068 1,048 1,059 1,057 1,143 1,039 1,039 1,045 1,047 1,050 1,052

g 663 644 651 611 634 627 628 631 632 633 635

一人当たりの
家庭ごみ排出量
(集団回収を除く)

g 644 625 631 593 617 610 611 614 615 616 618

一人当たり
集団回収量

g 19 19 19 18 17 17 17 17 17 17 17

g 405 404 408 446 508 412 411 414 415 417 417

t 3,316 3,217 3,453 2,919 3,137 2,913 2,904 2,889 2,876 2,860 2,842

％ 14.1 14.1 15.1 13.0 13.0 13.5 13.4 13.4 13.4 13.4 13.3

ごみの総排出量

項　目

家庭系ごみ
(集団回収を含む)

事業系ごみ

人　口

一人当たりの
ごみ排出量

一人当たりの
家庭ごみ排出量
(集団回収を含む)

一人当たりの
事業系ごみ量

資源化量

資源化率
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〇目標値（計画目標年度までの推計） 

 
※H25（2013）年度からH29（2017）年度までは前ごみ処理計画の目標値です。 

H30（2018）年度からH35（2023）年度は見直し後の目標値です。 
 

  

単位
H25

(2013)
H26

(2014)
H27

(2015)
H28

(2016)
H29

(2017)
H30

(2018)
H31

(2019)
H32

(2020)
H33

(2021)
H34

(2022)
H35

(2023)

人 59,928 59,160 58,583 57,982 57,365 57,116 56,791 56,465 56,128 55,791 55,453

t 23,499 22,460 22,161 21,741 21,378 21,655 21,513 21,249 21,040 20,832 20,661

t 14,588 14,286 14,168 13,972 13,810 13,071 12,991 12,840 12,722 12,605 12,523

家庭系ごみ
(集団回収を除く) t 14,177 13,912 13,810 13,627 13,475 12,717 12,637 12,489 12,374 12,259 12,157

集団回収 t 411 374 358 345 335 354 353 350 348 346 365

t 8,911 8,174 7,993 7,770 7,568 8,584 8,522 8,409 8,318 8,227 8,139

g 1,074 1,040 1,036 1,027 1,021 1,039 1,035 1,031 1,027 1,023 1,018

g 667 662 661 660 660 627 625 623 621 619 617

一人当たりの
家庭ごみ排出量
(集団回収を除く)

g 648 644 646 644 644 610 608 606 604 602 599

一人当たり
集団回収量

g 19 18 15 16 16 17 17 17 17 17 18

g 407 378 375 367 361 412 410 408 406 404 401

t 3,797 3,720 3,748 3,772 3,795 2,913 3,076 3,209 3,345 3,500 3,636

％ 16.2 16.6 16.9 17.3 17.8 13.5 14.3 15.1 15.9 16.8 17.6

項　目

人　口

ごみの総排出量

家庭系ごみ
(集団回収を含む)

事業系ごみ

一人当たりの
ごみ排出量

一人当たりの
家庭ごみ排出量
(集団回収を含む)

一人当たりの
事業系ごみ量

資源化量

資源化率
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4 生活排水処理形態別人口及びし尿・浄化槽汚泥の処理量の推計 

 

 
※計画処理区域内人口は、年度末時点の数値です。 

※人口の下段の( )は、各区分の構成比です。 

※構成比は小数点以下第２位を四捨五入しているため、合計と内訳が合わない場合があります。 

※公共下水道には、区域外流入人口を含みます。 

※南魚沼市の浄化槽汚泥量には、農集排処理施設からの汚泥を含みます。 

※H25（2013）年度からH29（2017）年度までは前ごみ処理計画の目標値です。 

H30（2018）年度からH35（2023）年度は見直し後の目標値です。 
  

単位
H25

(2013)
H26

(2014)
H27

(2015)
H28

(2016)
H29

(2017)
H30

(2018)
H31

(2019)
H32

(2020)
H33

(2021)
H34

(2022)
H35

(2023)

人 59,928 59,242 58,574 57,919 57,252 56,926 56,601 56,275 55,938 55,601 55,263

人 50,190 51,518 52,122 52,151 51,932 51,803 51,847 51,829 51,799 51,709 51,395

(％) (83.8) (87.0) (89.0) (90.0) (90.7) (91.0) (91.6) (92.1) (92.6) (93.0) (93.0)

人 34,521 36,409 37,446 38,529 40,336 40,247 43,300 43,388 46,317 48,317 48,024

(％) (57.6) (61.5) (63.9) (66.5) (70.5) (70.7) (76.5) (77.1) (82.8) (86.9) (86.9)

人 11,306 11,207 11,092 10,249 8,290 8,140 5,151 5,121 2,182 167 166

(％) (18.9) (18.9) (18.9) (17.7) (14.5) (14.3) (9.1) (9.1) (3.9) (0.3) (0.3)

人 4,363 3,902 3,584 3,373 3,306 3,416 3,396 3,320 3,300 3,225 3,205

(％) (7.3) (6.6) (6.1) (5.8) (5.8) (6.0) (6.0) (5.9) (5.9) (5.8) (5.8)

【人】 【2,386】 【2,396】 【2,422】 【2,422】 【2,404】 【2,472】 【2,469】 【2,466】 【2,461】 【2,456】 【2,456】

人 6,506 4,835 3,972 3,593 3,313 3,233 3,000 2,805 2,612 2,456 2,441

(％) (10.9) (8.2) (6.8) (6.2) (5.8) (5.7) (5.3) (5.0) (4.7) (4.4) (4.4)

人 3,232 2,889 2,480 2,175 2,010 1,891 1,754 1,640 1,527 1,436 1,427

(％) (5.4) (4.9) (4.2) (3.8) (3.5) (3.3) (3.1) (2.9) (2.7) (2.6) (2.6)

㎘/年 3,079.3 2,808.7 2,626.7 2,290.8 2,150.0 2,022.1 1,876.5 1,754.7 1,633.8 1,536.2 1,526.8

㎘/年 15,632.6 15,865.8 14,049.3 12,508.0 12,426.1 12,394.5 10,676.7 10,312.5 8,668.7 7,431.4 7,386.2

㎘/年 1,122.8 1,031.0 917.2 815.9 744.7 754.8 764.9 775.0 757.6 740.2 722.8

㎘/年 1,667.0 1,436.0 1,515.7 1,431.5 1,394.9 1,310.6 1,226.3 1,142.0 1,130.2 1,118.4 1,106.6

㎘/年 678.7 638.9 682.9 688.1 679.2 318.0 288.0 258.0 228.0 198.0 168.0

㎘/年 4,453.1 4,162.5 4,173.2 4,099.2 3,990.0 1,390.0 1,360.0 1,330.0 1,300.0 1,270.0 701.0

㎘/年 4,880.7 4,478.7 4,226.8 3,794.8 3,573.8 3,094.9 2,929.4 2,787.7 2,619.4 2,474.4 2,417.6

㎘/年 21,752.7 21,464.3 19,738.2 18,038.6 17,811.0 15,095.1 13,263.0 12,784.5 11,098.9 9,819.8 9,193.8

魚沼市
汲 取 り し 尿量

浄化槽汚泥量

区分

南
魚
沼
市

計画処理区域内人口

１．水洗化・
　　生活雑排水
　　処理人口

公共下水道

農業集落排水

合併処理
浄化槽
【内、市管理合
併処理浄化槽】

２．水洗化・
　　生活雑排水
　　未処理人口
　(単独処理浄化槽)

３．非水洗化人口
　　（し尿汲取り）

汲 取 り し 尿量

浄化槽汚泥量

湯沢町
汲 取 り し 尿量

浄化槽汚泥量

合計
汲 取 り し 尿量

浄化槽汚泥量
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5 生活排水処理区域図 

 

 

 

公共下水道事業  

 

農業集落排水事業  

浄化槽  
  

＜農集処理区域＞ 

①上原 

②城内西部 

③五十沢西部 

④宮 

 

⑤大里 

⑥大木六 

⑦舞子 

⑧栃窪 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

南魚沼市一般廃棄物処理基本計画 

平成３１年３月 

南魚沼市 市民生活部 廃棄物対策課 

〒949-6407 

南魚沼市島新田 764 番地 

TEL 025-782-0339 

E-mail  haikibutsu@city.minamiuonuma.lg.jp 


